
○特定個人情報等(マイナンバー等)の取扱いについて 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 

25 年法律第27 号。以下「番号法」という。）の施行に伴い、特定個人情報等の取

扱いについて以下のとおりといたします。 

 

Ⅰ.特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針 

 

国民年金基金連合会（以下「連合会」という）は、業務を通じて取り扱う加入者、

受給者等の個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）並びに連

合会の職員その他従業者の特定個人情報等の適正な取扱いの確保について連合会とし

て取り組むために本基本方針を定めます。  

 

１．特定個人情報等の適正な取扱い  

連合会は、特定個人情報取扱規程を策定し、特定個人情報等を適切に取り扱いま

す。  

 

２．関係法令・ガイドライン等の遵守  

連合会は、個人情報及び特定個人情報に関する法令、個人情報保護委員会が策定

するガイドラインその他の規範を遵守し、特定個人情報等を適正に取り扱います。  

 

３．安全管理措置に関する事項  

連合会は、特定個人情報等の安全管理措置に関して、特定個人情報の漏えい、滅

失又は毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じま

す。  

 

４．特定個人情報等に関する問合せ窓口  

連合会は、特定個人情報等の取扱いに関する問合せ等に適切に対応いたします。  

特定個人情報等の取扱いに関するご質問やご相談に関しては、下記の窓口宛にご

連絡ください。  

 

○連合会の特定個人情報等お問い合わせ窓口  

〒106-0032 

東京都港区六本木６－１－２１ 

三井住友銀行六本木ビル５Ｆ 

国民年金基金連合会 総務部 総務課 

ＴＥＬ ０３－５４１１－０２１１ 



月～金曜日 9：00～17：00 

(祝日、振替休日、年末年始等を除く) 

 

Ⅱ.特定個人情報等の利用目的 

 

連合会は、年金及び一時金の支払いに伴い、年金及び一時金の支払いを行った者の住所

所在の税務署長、市町村の長に提出が必要な調書の作成に係る事務のために特定個人情

報等を利用します。 

 

Ⅲ.個人番号取得事務 

 

連合会は、番号法第１４条第２項に基づき、Ⅱの利用目的に限り、地方公共団体情報シス

テム機構に対し機構保存本人確認情報（氏名、生年月日、性別、住所、個人番号等）の提供

を求めることができます。 


